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労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

　

労働行政の運営につきましては、 平素より格別の御理解、 御協力を賜り厚く御

礼申し上げます。

　

さて、 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 （令和８年厚生労働省令第８６

号。 以下 「改正省令」 という。） が令和８年４月

　

２８

　

日に公布され、 令和８年８月

１日から施行することとされたところですが、 その改正の趣旨、 内容等について

は、 下記のとおりですので、 添付のリーフ レットを活用するなどにより、 関係、事

業場等への周知に御協力いただきますようお願いいたします。

　

なお、 当局ホームページに関連情報を掲載しますので、 周知の際にぜひご活用

ください。

【宮城労働局ホームページ】
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第１

　

改正の要点

１

　

産業医の辞任時等の報告の義務付けについて （労働安全衛生規則Ｊ（昭和４７年

　

労働省令第３２号。 以下 「安衛則」 という。） 第１３条第５項関係）

　　

事業者に対して、 産業医の辞任、 解任又は退任 （以下 「辞任等」 という。）

　

があった場合に所轄労働基準監督署長へ、当該産業医の氏名及び辞任等の年月

　

日等を遅滞なく報告することを新たに義務付けるものであること。

　　

ただし、 安衛則第１３条第２項に基づく産業医の選任報告に際して、 辞任等

　

の報告を行った場合は、 上記の辞任等の報告は不要とすること。

２

　

施行期日（改正省令附則第１項関係）

　

改正省令は、 令和８年８月１日から施行すること。
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１５



３

　

経過措置 （改正省令附則第２項関係）

　　

当分の間、 改正省令による改正後の安衛則第１３条第５項に規定する方法に

　

よる同項の報告に代えて、 同項各号に掲げる事項を記録した書面により当該報

　

告をすることができること。

第２ 改正省令の細部事項第
１ 産業医の辞任等について （安衛則第１３条第２項及び第５項関係）

　

改正省令による改正後の安衛則第１３条第５項に基づく報告は、 産業医の選

任義務がある事業場において、 産業医が辞任等した事業場に対して、 辞任等の

報告を求めるものであること。

　

このため、 事業場の労働者数が５０人未満になったことにより、 産業医の選

任が法令上、 義務付けられなくなった場合における産業医の辞任等について

は、 当該報告は義務付けられていないが、 労働基準監督署における産業医の選

任状況の適切な把握の観点から、 当該報告を行うことが望ましいこと。

　

また、 本改正により、 安衛則第１３条第２項に、 根拠法令を明確にする趣旨

から、「法第１３条第１項の規定により」 を追加することとしているが、 同項に

基づく現行の選任報告における 「辞任、 解任等の年月日」 は、産業医の選任義
務がある事業場において、 産業医が辞任等した年月日を記載することとしてい

るものであり、 従来の解釈及び運用に変更を加えるものではないこと。

２

　

報告手法等について （改正省令附則第２項関係）

　

安衛則第１３条第５項に基づく報告については、 原則電子申請によることと

するが、 申請者が電子申請を行う端末等を所有していないなど、 電子申請を行

　

う環境が整っていない場合も考えられることから、 当分の間、 経過措置として

書面による報告を行うこともできることとしていること。

　　

なお、 書面による報告を行う場合は、「じん肺法施行規則等の一部を改正す

　

る省令」（令和６年厚生労働省令第４５号） 第５条により削除された廃止前の安

衛則様式第３号を用いることが可能であること。

担当

労働基準部健康安全課
労働衛生専門官

　

石田


